
平成１９年度

篠山の教育

地域ぐるみで取り組む子どもの育成～通学合宿での調理風景～（城南小学校）

篠山市教育委員会



- 1 -

平成19年度 篠山の教育

『 一人一人が光り 輝き 、 生き がいを めざす』

～子どもが楽しく学び、地域に信頼される学校づくり

学びの機会を充実し、誰もが学習の喜びを実感できるまちづくり～

【教育目標】

Ⅰ 基礎学力の定着をはかり、個性や創造性を伸ばす
“魅力ある学校環境を創造する”

Ⅱ 郷土愛を育み、地域に誇りがもてる教育を推進する
“地域に学び地域を育む”

Ⅲ 市民総参加による地域振興と

地域総がかりで子どもの健全育成を推進する
“ささやまの子は篠山が育てる”
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一 人 一 人 が 光 り 輝 く た め に

科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、大きく変化する社会情勢にともない様々な

課題が生じる厳しい時代の今日、人は、互いに助け合うこころの豊かさと希望を持って困難に立ち向

かっていけるよう、たくましく生きる力が今こそ求められています。

そのためには、互いを思いやり、互いを尊

重し、命や人権を大切にする心の教育の推

進と子どもから高齢者まで自ら学ぶ意欲の

育成をはかり、一人一人が光り輝き、たくまし

く生きる力の育成をめざす学校づくりと、生

涯にわたって生きがいを実感できる地域づく

りに邁進しなければなりません。

教育をめぐる現状として、子どもの確かな

学力の定着についての関心の高まりや、社

会全体の道徳心や規範意識の低下が大き

な課題として取り上げられています。また、社

会の連帯意識の喪失や家庭・地域の教育力

の低下、いじめや不登校、少年犯罪の凶悪

化等、今日的な教育課題が山積しています。

こうした様々な教育課題が生じている状況を踏まえ、国においては平成１８年１２月に、教育基本

法が全面改正されました。今後、新しい時代にふさわしい教育のあり方をめざし、学校教育法の改正

や学習指導要領の改訂など、関連法令等の整備が進められていきます。また、兵庫県教育委員会

では「“美しい兵庫”をめざすこころ豊かな人づくり」を主題とした基本理念に基づき、平成１９年度に

重点的に取り組むべき教育課題についての指針が示されているところです。

篠山市教育委員会では、社会情勢の移り変わりを踏まえ、平成１５年度よりハード面からソフト面重

視の施策への転換をはかり、こころの教育の充実が最も大切な柱のひとつとして「一人一人が光り輝

く篠山」をめざし、篠山の教育に取り組んできました。特に昨年度は、「のじぎく兵庫国体」のホッケー

競技開催地として、篠山市民総がかりで大会運営に協力・支援し、「元気な篠山」を内外に示したとこ

ろです。本年度は、これまでの積み重ねをいかし、飛躍への新たなステージとして郷土篠山を大切

にし、地域に誇りが持てる「篠山の教育」の更

なる充実をめざします。

学校教育では、子どもたちがよく学びよく

遊び、心身ともに健やかに育つことをめざし、

保護者や地域の人々の教育活動や学校運

営への参画と協働、学校からの積極的な情

報提供や学校評価などの取り組みを通して、

学校が生き生きと活力ある活動を展開する、

そのような魅力ある学校づくりを推進します。

また、高い資質能力を備えた教師が自信

を持って指導に当たり、保護者の期待と地域

の信頼に応える活気あふれる学校の実現に

向けて、学校の教育力すなわち「学校力」と

（ ）のじぎく兵庫国体ホッケー競技の開会式 篠山総合スポーツセンター

ＡＬＴによる授業風景（畑小学校）
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「教師力」を強化し、それを通じて、志を抱き、夢に挑戦する「人間力」豊かな子どもたちを育んでいき

ます。

個性を生かす教育の充実をはかるため、子ども一人一人に「命」と「人権」の大切さを実感させる教

育を柱に教職員が教育の専門家としての意識を高く持ち、常に資質向上に努め、きめ細かな指導に

より基礎・基本を踏まえた確かな学力の定着と、自ら学び自ら考える力の育成に取り組みます。

特に篠山の未来を担う子どもの教育には、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみ・地域社会

総がかりで取り組み、地域の子どもは、地域で育てるという機運の醸成をはかるとともに、地域の良さ

と篠山の豊かな自然にふれる様々な活動を大切にし、子どもたちの生きる力に繋がる「人間力」の基

盤づくりをめざします。

社会教育においては、地域社会の様々な教育・学習システムを総合的に活用し、関係団体、各種

協議会との連携強化もはかり、生涯学習社会の更なる構築をめざしてます。一人一人の学ぶ意欲を

大切にし、学習機会の拡大や情報提供サービスの充実をはかるなど、ライフステージに即した学習

が円滑に行われるよう支援していきます。

こうした学習が市民一人一人の生きがいを創造し、学ぶ人自らが自身を高めながら学習の場を通

しての仲間との出会いや学び合い、励まし合いによって、新たな発想や連帯感が生まれ、家庭や職

場、地域社会の活性化にも繋がるものと考えます。

「出会い、ふれあい、学びあい」を基調とした高齢者大学や、地域の良さや文化の再発見と地域づ

くりへの住民参加となる篠山市民文化講座等の各種講座の開催を通して、あらゆる世代を対象とし、

学習ニーズを踏まえた多様な学習機会を提供します。

地域にあっては、様々な学習情報や地域

の人材の把握・発掘を行い、学習者への積

極的な情報提供と生涯学習の基盤整備に

取り組むとともに、市民の生涯学習の成果が

いかせる仕組みづくりにも努めます。さらに

は、篠山が誇る地域の伝統文化の継承をは

かるため、伝承者の確保育成と次世代のま

ちづくりにいかす文化継承資料の保存作成

等に努力し、郷土を愛し、地域文化を誇りと

する人づくりとまちづくりを進めます。

とりわけ、篠山文化の象徴である篠山城跡

及び周辺の景観地区にあっては、歴史と伝

統が色濃く残る篠山城下町が国の「重要伝

統的建造物群保存地区」として選定されるなど、その歴史的価値は極めて高く、景観の復元、保全

にむけた保存整備事業を市民の参加と支援のもとに進めています。

また、篠山城築城４００年という大きな節目の年を２年後の平成21年（２００９年）に控え、市民総参

加による地域振興に取り組み、篠山に根ざした特色ある歴史文化をいかした活動の展開をはかりま

す。特に、未来を担う子どもたちにとって、豊かな自然とともに篠山文化の素晴らしさを誇りとし、将来

に明るい展望を持って力強い歩みの第一歩が踏み出せるよう取り組んでいきます。

こうした考えのもと、「一人一人が光り輝き、生きがいをめざす」教育の実現に向けて、平成１９年度

に学校教育及び社会教育における取り組むべき教育課題について、その重点的指導目標や実践

上の指針を本書に示しましたので、日々の創造的な教育活動や教育実践の自己点検、評価に際

し、積極的に活用されることを願っています。

復元工事が進む篠山城跡（北内濠）
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学習・生活実態調査に基づく指導内容の改善と指導方法の工夫（１）

過去のデータと比較することによって、児童

生徒の学習生活実態を的確に把握し、より

良い指導内容の改善と指導方法の工夫を推

進します。

平成１６年度から小学５年生と中学２年生を

対象に３年間実施してきた学習生活実態調査

を、平成１９年度も継続して実施します。過去３

年間の結果の概要は次のとおりです。

この３年間の結果と１９年度の結果をさらに分

析して、確かな学力の定着をはかるため、指導

内容・指導方法の工夫・改善をさらに進めま

す。また、平成１９年度から実施される全国学力

・学習状況調査の結果も参考にしていきます。

（２）個に応じた学習指導の推進

個々の子どもたちの達成状況を的確に把握し、

家庭と連携して個に応じた学習指導を推進しま

す。

「新学習システム推進教員」を活用した少人

数指導や「学級運営フォローアップ講師」を活

用し、子どもたち一人一人の多面的理解に基

づいたきめ細かな指導を行い、基礎基本の確

実な習得、基本的な学習・生活習慣の育成、

生徒指導の充実をはかります。

また、「学習指導要領に示された内容」に基

づく評価により、子どもたちの達成状況を的確

に把握し、実態に応じた補充的・発展的な学習

を実施するとともに、家庭と連携しながら、個人

面談の実施や個別教材の作成等により、きめ

細かな指導方法の充実をはかります。

（３）篠山市指定研究事業による教育活動の充実

「学ぶ意欲」「課題解決能力」を育成するための

指導内容の改善と指導方法の工夫を推進しま

す。

国の施策で少人数授業が推進される一方、

篠山市では学級集団が小規模化しています。

一方、グローバル化が進むなか、篠山市にお

いても、国際感覚を磨いていく必要があります。

こうした地域の課題に対して、「複式学級、小

規模学級における効果的指導法」「指導内容・

指導方法の工夫・改善」「特別支援教育の推

進」を重点課題として研究指定校を設定し、研

究を進め、篠山市全体の「個に応じた学習指

導」「教職員の資質向上」を推進します。
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（４）読書活動の推進

「読書タイム」の実施を継続し、本に親しませ、

読解力の向上をはかります。

朝の会や終わりの会等に設定している「読書

タイム」を充実させるとともに、学校図書館の活

用をはかり、子どもたちに読書習慣を身につけ

させることにより、豊かな情操教育を推進しま

す。

また、学校支援ボランティアによる読み聞か

せを実施するなど、学校・地域・社会とが一体と

なった読書活動にも取り組みます。

（５）児童生徒の望ましい生活習慣の確立

児童生徒の生活実態の把握に努め、関係機

関及び教職員が連携しながら、より良い生活

習慣の確立をめざします。

篠山市の児童生徒に付けさせたい生活習慣

として、自分から進んであいさつをすることに重

点を置いて取り組みます。また、家庭、地域と

共通理解をはかりながら、より良い生活習慣の

確立をめざします。

（６）幼稚園教育の充実

幼稚園教育要領を基に個性を尊重しながら、

４、５歳児としてのカリキュラムを立て実践しま

す。

幼児が健やかに成長できるよう、将来を見通

した幼児教育を行います。

２年間の保育のなかで、同年齢だけでなく、

異年齢の幼児がともに生活することにより、豊

幼稚園での新しい発見（古市幼稚園）

かな人間性やたくましく生きるための心と体を

育成します。

また、小学校や保育園とも連携を密にし、保

護者や地域住民の期待に応えられる幼稚園教

育の実践に取り組みます。

（７）幼稚園における教育環境の整備

集団のなかでの「育ち」を充実させるとともに、

保育園や小学校と連携した幼児教育を推進し

ます。

平成１９年度は畑幼稚園と城北幼稚園を統

合し、たまみず幼稚園としてスタートしました。

依然続く少子化に対して、保育園も合わせ

た幼稚園の適正配置など、園児の良好な保育

環境について、引き続き検討します。

（８）生徒指導体制の充実

心身共に健康な児童生徒の育成をめざし、

学校・家庭・地域が連携した取り組みを進め

ます。

問題行動の多様化・低年齢化に対し、以下

の重点目標を設定します。

① 安全安心な学習環境の一層の推進

・複数の視点による教育相談体制（小・中指

導体制の連携と強化）

・規範意識の向上

・学校間、関係機関の行動連携の強化（行

動連携及び未然防止、犯罪抑止教育の推

進）

② いじめ問題への取組の徹底

・早期発見、早期対応の体制の充実

・保護者、地域、関係機関等との連携の強化

③ 情報モラル・マナー教育の推進

対人関係能力、コミュニケーション能力の向上④

・家庭、地域と一体となった体験活動の充実

生命の大切さを実感する教育の推進・

⑤ 家庭教育への啓発

・家庭生活習慣（睡眠、食事）の確立

・有害情報対策への支援
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（９）不登校支援体制の充実

児童生徒一人一人を大切にした支援体制を

確立し、子どもたちの自立を促します。

中学校へのカウンセラーの配置や小学校へ

のカウンセラーの派遣、適応指導教室の設置、

各校での不登校対策委員会の取組等により不

登校支援を進めてきた結果、１８年度の不登校

児童生徒数は、減少傾向を示した１７年度とほ

ぼ同じ数となっています。

しかし、小・中学校ともに子どもたちの課題が

多様化している現状を踏まえ、関係機関等との

連携をはかりながら、よりきめ細かな指導体制

を充実します。

① 適応指導教室（ゆめハウス）

専門のカウンセラーによる相談活動や教

科学習、グループ活動の様々な活動を通じ､

自立への支援や援助を行います。

② カウンセラー事業

高度な専門知識をもつカウンセラーを小

学校へ派遣し、児童の発達相談、教育相談

に対応します。また中学校には、暴力行為、

いじめ、不登校といった問題行動の未然防

止や早期解決をはかるため、臨床心理士を

配置し、保護者や教職員を含めた心の相談

活動に取り組みます。

③ 子どもと親の相談員

小学校に相談員を配置し、学校と地域、

児童と教師、地域と学校の連携を支援すると

ともに、児童、保護者が悩みなどを気軽に話

せ、ストレスを和らげる相談活動を行うことに

より、児童生徒が抱える問題を早期発見し、

問題行動の未然防止に努めます。

④ 中学校区不登校対策連絡会

カウンセラーを講師として教育相談研修会

等を行い、中学校区ごとの不登校対策を協

議します。

（１０）特別支援教育の推進

特別な支援を必要とする子どもたちの自立

や社会参加に向け、篠山市の特別支援教育

を推進します。

特別支援教育体制の構築並びに教師の資質向上①

教師の資質向上をはかるとともに、関係機

関との連携を充実し、特別支援教育実施の

ための体制を整備します。

・校内体制の構築（校内委員会の設置と特

別支援教育コーディネーターの指名）

・研修会並びに連絡会の実施

・篠山養護学校の地域のセンター的機能及

び今後の在り方の検討

・教育、福祉、医療機関及び保護者との連携

・教育相談活動の充実

② 就学指導の充実

本人の教育的ニーズや保護者の意向を

把握し、応えられる就学指導の充実をはかり

ます。

・教育的ニーズを把握し、反映できる就学指

導委員会の構成、開催方法

・教育、福祉、医療機関及び保護者とが連携

した就学指導並びに個別の教育支援計画

の策定及び活用

・就学時並びにそれ以後の教育相談活動の

充実

（１１）体験活動の充実

① ひょうごっこグリーンガーデン実践事業

幼稚園児が環境や生命を大切に思う心を育む

体験活動を実施します。

幼稚園児が自然のなかでの「驚き」「感動」を

通して、生命の不思議さやつながりを体感し、

環境や生命を大切にする心を育む環境学習を

特別支援教育フォーラム（篠山養護学校）
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推進します。

② 環境体験事業

自然の中で五感を使いながら、畏敬の念、命の

大切さを実感する体験活動を実施します。

小学３年生が、地域に出かけて行き、地域の

人々等と協力しながら、自然観察や栽培・飼育

等の自然体験活動を行うことにより、自然に対

する畏敬の念、命の大切さ、命のつながり等を

実感し、自然のすばらしさに感動する豊かな心

を育みます。

③ 自然学校

「自然・人・地域とのふれあい」を通して、子ども

たちの生きる力を育みます。

小学５年生を対象に、５泊６日の設定で豊岡

市竹野町や美方郡香美町に滞在し、地元の人

々や自然とのふれあいを通して、様々な体験

活動を実施します。主体的に考え行動したり、

共に協力することを通して、より良く問題を解決

する力や、生命に対する畏敬の念、生きる力を

育みます。

④ 豊かな体験活動（トライしようＤＡＹ）

学校・家庭・地域・教育行政が一体となり、豊か

な人間性や社会性を育むことをめざし、奉仕活

動・体験活動を実施します。

学校・家庭・地域・教育行政が一体となり、小

学６年生を中心として、人・社会・自然と直接ふ

れあう体験をすることによって、自ら学ぶ心、自

他の生命や故郷を大切にする心などの豊かな

人間性や社会性を育むことをめざし、奉仕活動

や体験活動を実施します。

事業実施にあたっては、地域行事と関連づ

けた活動となるよう改善を進めるとともに、事業

の成果を写真展の開催や体験記集により広く

知らせます。

⑤ 「トライやる・ウィーク」・「トライやる」アクション

学校・家庭・地域の連携のもと、学校を離れ、地

域のなかで行う体験活動を通して、「生きる力」

を身に付けることをめざします。

「トライやる・ウィーク」「トライやる」アクションな

どの体験活動を通して、子どもたちに達成感や

成就感を味わわせ、「生きる力」を身に付けるこ

とをめざします。また、活動の目標、内容を公表

し共有するなかで、学校・家庭・地域が協働し

やすい環境をつくり、地域とともに子どもたちを

育てる条件整備を進めます。

（１２）心に響く道徳教育の推進

より良い生き方を追求する道徳的実践力を

持った児童生徒の育成に努めます。

学校の教育課題を踏まえながら、幼稚園から

小学校、中学校へと発達する段階に応じ、道

徳的価値についての自覚を深めるため、以下

の項目について重点的に取り組みます。

・学校や地域の実態を踏まえた特色ある教

材の開発に努めます。

・地域や家庭と共通理解のもと、一貫性のあ

仕事から学ぶ「生きる力」（トライやる・ウィーク）

「いのち」を考える授業（篠山中学校）
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る指導を進めます。

・地域人材の積極的な活用による生き方の

教育を推進します。

・研究指定校からの発信・・・丹南中学校区

（丹南中学校、大山小学校、大山幼稚園）

が「平成１８・１９年度児童生徒の心に響く道

徳教育推進事業」の調査研究地域であるこ

とを踏まえ、篠山市全体で事業が推進でき

るよう支援体制を確立します。

（１３）人権教育の推進

すべての教育活動を人権教育の視点で捉

え、「自分の大切さとともに他の人の大切さを

認めること」のできる態度や資質を育てるた

めの指導を組織的・計画的に進めます。

人権についての知的理解を継続的に深める

とともに、児童生徒が人権感覚を十分身につけ

るための指導を一層充実させます。

年間指導計画の策定や実践・点検・評価体

制の確立をはかるとともに、教職員の人権意識

を高める校内研修等の充実に努めます。

家庭や地域及び関係機関等との連携をはか

り、人権を尊重した環境づくりを推進し、お互い

の個性を認め合い、生き生きと自己を表現でき

る学校文化の創造に努めます。

（１４）国際理解教育の推進

外国文化についての理解を深め、「使える英

語」教育の充実をはかります。

国際的な視野に立ったグローバル化が進む

なか、篠山市からも外国について理解し、世界

で通用する人材を育成する必要があります。国

際理解教育と多文化共生教育を関連づけなが

ら、シャープな人権感覚を持った児童生徒の育

成をめざします。

また、中学校における英語教育を充実させる

とともに、小学校への外国人指導助手（ＡＬＴ）

の派遣を継続し、小・中学校が連携したなか

で、指導方法の工夫・改善をはかり、「使える英

語」の指導を推進します。

（１５）多文化共生教育の推進

互いに認め合える国際市民の育成をめざした

支援を推進します。

市内在住の外国人が増加するなか、文化

的、社会的に異なった背景を持つ子どもたち

が、互いに認め合える国際市民的な立場に立

った教育を進めます。

そのために、日本語指導が必要な児童生徒

に「外国人児童生徒指導補助員（フォリナーサ

ポート）」「子ども多文化共生サポーター」を派

遣するなど、個々の子どもたちに合った支援策

を展開します。

外国人児童生徒指導補助員の役割

指導補助員は、児童生徒の言葉や学習面での支

援だけではなく、少しでも安心して学校生活を送る

ことができるよう、精神的な支援をすることも大切な

仕事のひとつです。また、家庭と学校との連絡体制

を支えることによって、児童生徒だけでなく、保護者

にも学校を理解してもらえるよう努めています。

（１６）学校における食育の推進

魅力ある食育を推進し、子どもの健全な食生活

の実現と健全な心身の成長をはかります。

生涯にわたって健全な心と身体を培っていく

ために、望ましい食習慣を身に付けていきま

す。また、健康についての意識が持てるよう総

合的な学習の時間をはじめとし、学校の教育活

動全体を通じて、「食育」の充実をはかります。

食育の充実に向けては家庭との連携が重要で

ラオス青年団との交流（日置小学校）
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あることから一層の取組を進めます。

（１７）学校保健の充実

発達段階に応じた保健教育を実施し、生涯に

わたって主体的に健康づくりができる児童生徒

を育成します。

過度の情報が氾濫している現在、子どもたち

が自分たちの発達段階に応じて情報を取捨選

択できるよう、「こころ」と「体」がバランスよく育ま

れた児童生徒の育成をめざします。そのため、

以下のことに重点的に取り組みます。

① 発達段階に応じた適切な性教育の工夫と

実践を進める。

② 薬物に対する正しい知識を深めさせ、心身

ともに豊かな児童生徒の育成をめざす。

（１８）体力・運動能力の向上

心と体を一体としてとらえ、子どもたちの健全な

発育・発達を促します。

体力・運動能力調査をもとに、継続的に篠山

市の体力・運動能力の傾向を把握し、今後の

篠山市における体力・運動能力向上の取組に

活用します。

体力・運動能力向上に向け、さまざまな運動

を通して、体を動かす楽しさを味わうとともに、

運動の達成感を実感できる取組を推進します。

また、意欲・関心の湧く体育の授業を創造す

ることで、積極的に運動に取り組む姿勢や困難

を乗り越えようとする強い精神力、物事の善悪

を判断できる規範意識を育てます。

（１９）教育の情報化の推進

教員のＩCＴスキルを高め、教育の情報化・情報

の共有化を推進します。

教育用コンピュータ更新校から計画的に校

内ＬＡＮの整備を進め、教育の情報化・情報の

共有化をはかります。

教育委員会と学校を一つのグループウェアと

した教育系ネットワークを活用し、確実な情報

の共有・伝達をはかり、電子化による迅速かつ

効率的な事務処理を進めるとともに、学校ホー

ムページの更新を促進し、積極的な学校情報

の公開に努めます。

校内の研修体制づくりを進め､教員のＩCＴス

キル向上に努めます。また、望ましい情報社会

の創造に向け、情報や情報通信技術が果たし

ている役割や影響についての研修を行い､情

報の受発信に伴う責任など情報モラルの育成

に関する適切な指導に努めます｡

ＩＣＴ

「Information and Communication Technology」の

略称で、一般的に「情報通信技術」と訳されます。

従来使われてきた「IT」に替わる表現と て定着しし
つつあります。

（２０）環境教育の推進

環境問題についての関心と知識を深め、環境

教育の充実をはかります。

自然とふれあう活動を通して、子どもたちに

自然のすばらしさを実感させ、環境を大切に思

う心を育成します。また、すべての教育活動を

通じて、環境問題についての理解を深めるよう

努めます。

（２１）特色ある学校づくりの推進

体験的な学習活動を通して、各学校の実態に

応じた特色ある教育活動を推進します。

社会の変化に主体的に対応できる資質や能

力をもった子どもたちを育成するには、時代に

応じた学校づくりを展開する必要があります。

地域や児童生徒の実態を考慮しながら進めて

いる「総合的な学習の時間」等を中心とした体

間伐から環境保全を考える（今田中学校）
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験的な学習活動については、さらに創意を加

え、内容の充実をはかります。

また、学校・家庭・地域社会の連携を一層進

めていくなかで、子どもたちの｢生きる力」を育

み、特色ある教育を推進します。平成１８年度

の具体例としては「高齢者とのふれあい」「里山

での体験活動による自然を愛する心、共存の

心の育成」があります。

学校間連携（スクールブリッジ事業）の推進（２２）

小規模校間の連携により、多様な価値観に

ふれる体験をさせ、学習意欲や豊かな情操

を育みます。

小規模校間の交流を通して、多様な価値観

にふれる体験をさせることで、子どもたちの学

習意欲を一層高め、より豊かな人間関係を築こ

うとする意識の向上をはかります。また、実施に

向けて、学校を越えての研修、交換授業等を

実施することにより、教師の一層の資質向上を

はかります。

（２３）「いきいき学校」応援事業の充実

地域の教育力を活用し、地域と連携した教

育を推進します。

専門的な知識・技能を有する個人や諸団

体、地域の人々や保護者を「いきいき学校応援

団」として、地域と学校の連携を深め、創意工

夫をいかした特色ある教育活動を推進し、子ど

もたち一人一人の良さや可能性を伸ばすととも

に、創造性やチャレンジ精神を育みます。

（２４）開かれた学校づくりの推進

教育活動を地域住民、保護者等に公開し、

開かれた学校づくりを推進します。

オープンスクールなどを通じて、各学校や幼

稚園における教育活動を地域住民、保護者等

に公開することで、学校が説明責任を果たす重

要な機会であるととらえ、地域住民、保護者の

一層の参画と協働の機会とし、開かれた学校

づくりを推進します。

（２５）学校評価システムの定着

地域からの声を学校運営に反映させながら、

地域とともに歩む開かれた学校づくりを進め

ます。

わかりやすい重点目標、評価項目により保護

者・地域住民と課題意識を共有し、学校評議員

から意見を聴取するなど、学校評価を推進しま

す（数値化等により具体的客観的評価を実

施）。

① 学校経営の基本計画を保護者、地域等に

説明します。

各校で特色ある教育実践に取り組みます。②

③ 年度末に学校評価を実施し、次年度の教

育計画に反映させます。

（２６）防犯体制の強化

学校・家庭・地域社会・関係機関が連携し、

防犯体制を強化するとともに、「生命」の教育

を推進します。

青色回転灯パトロールを引き続き実施すると

ともに、校区の実態を考慮しながら地域住民の

参画を促し、学校、家庭、地域、関係機関が連

携した安全安心の地域づくりを進めます。

また、警察、ＰＴＡ、青少年健全育成推進連

絡協議会、篠山少年補導員連絡協議会等と連

携しながら、予防・啓発にあたります。

各学校においては、「不審者対応マニュア

ル」を整備し、防犯体制を確立するとともに、子

どもを守る家ウォークラリーや感謝訪問、安全

マップの作成などの活動を通して、安全教育の

推進に取り組みます。

（２７）防災体制の確立

あらゆるケースを想定し、地域と学校が一体

となった防災体制を確立します。

各学校における「災害対応マニュアル」「避

難所運営マニュアル」を見直し、あらゆるケース

を想定した防災体制を確立します。

「『１．１７は忘れない』地域防災訓練」等に参

加し、地域と学校が連携した防災体制を構築し

ます。併せて、防災教育を通じて、「生命」を大

切にする教育を推進します。
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（２８）通学条件の整備

遠距離通学費の全額補助や学校選択制な

ど、通学条件を整備します。

広い面積を有する篠山市では、遠距離通学

を余儀なくする児童生徒が多くいます。国の示

す「適正な学校規模の条件」の範囲外から通学

する児童生徒に対しては、統一した基準により

通学に要した費用を全額補助し、保護者負担

の軽減をはかります。

また、学校、家庭、地域が連携しながら「安

全で安心」な通学ができるよう、条件整備の推

進に努めます。

（２９）教職員の資質の向上

教育の専門家としての指導力を高め、職場

環境の充実をはかります。

「学校力を高め教師力を高め子どもたちの人

間力を高める」教育が推進されるなか、教師力

の向上をめざして以下の点に取り組みます。

① 教職員の専門性の向上

一人一人の教職員が「教育の専門家」として

の高い志、倫理観等を持ち、自己の指導力を

高めることが重要です。そのため、県教育委員

会と連携しながら課題別研修会を実施します。

また、教職員の自発的な研修や地域と連携し

た研修を推進します。

【教育実践活性化事業及び顕彰】

教職員又は教職員グループが教育方針

及び学校教育目標を具現化する新たな指導

地元消防団の協力による防災教育（大山小学校）

方法を自主的、自発的に企画、立案、実践

する活動を積極的に支援します。また、教育

実践活性化事業実施団体のうち、功績が顕

著なものを表彰します。

【教職員社会体験研修】

教職員が人間性の涵養や資質の向上、地

域との連携協力をはかることを目的に、夏季

休業中の２～３日程度、在勤地校区内を中

心とした民間企業や公的施設等において社

会体験（ミニ・チャレンジ研修）を行います。

② 職場環境の向上

学校における職場環境の実態を把握し、教

職員の相互サポート体制、メンタルヘルス体制

の充実をはかります。また、「Ｎｏ残業ＤＡＹ」「Ｎ

ｏ部活ＤＡＹ」により教職員が心身ともにリフレッ

シュし、家庭・地域の一員として活動する環境

づくりを推進します。

③ 教職員の社会性の向上

教職員は、次世代を担う児童生徒の人格形

成に携わる者として、社会性、常識と教養、礼

儀作法をはじめ、対人関係能力やコミュニケー

ション能力等が求めらています。こうした視点か

ら、学校敷地内完全禁煙化、名札の着用、接

遇や言語環境の向上をはかってきましたが、さ

らに教師に対する揺るぎない信頼を確立する

ため、服装を初めとするマナー、保護者、地域

住民とのコミュニケーションの向上をはかりま

す。

（３０）安全安心で魅力ある学校環境の整備

学習の場にふさわしい環境づくりを進めま

す。

学校全体が学習の場にふさわしく、心やすら

ぐ環境となるよう計画的に整備を進めていきま

す。




